
汚染土壌処理業許可手続きフロー 
H21.10 環境保全課  

 環境保全課 環境森林事務所等 事前協議者 関係市町 関係地域等 
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事前協議書の受理 

 

市町村長意見照会 

 

事前協議書の提出 

 

現地調査への同行 

 

市町長意見回答 
○土地利用計画上の

意見 
○生活環境保全上の

意見 
○市町村事務に関す

ること 

 

事前協議内容の確認 
○構造基準 
○維持管理基準 
○関係法令等 
○地元との合意形成 

 

合意形成に係る要件 
○協議者と関係地域内の自治会等との環境保全

協定の締結（工業専用地域等に設置する場合

及び物の製造・加工の実績のある施設を使用

する場合を除く。） 
○隣接地の所有者からの同意取得 
○排水を放流する地点から下流500m以内の利

水者の同意取得 

 

事前協議の終了 
○汚染土壌処理業許

可申請の承認 

 

汚染土壌処理業許可

申請書の提出 

 

汚染土壌処理業許可

申請書の受理 

 

許可申請書の進達 
 

汚染土壌処理業許可

申請書の審査 

 

汚染土壌処理業許可 

 

工事完了報告書提出

（要綱） 
 

工事完了検査の実施 

 

事業の開始 

 

照会 

 

回答 

 

事前協議書の進達 

 

事業計画書の受理 
 

事業計画書の提出 

 

現地調査の実施 
 

現地調査への同行 

 

関係法令の照会 

 

事業計画書の進達 

 

市町村長意見照会 

 

市町長意見回答 
○関係地域及び関係

住民の範囲 
○生活環境保全上の

意見 

照会 

回答 
 

事業者あて通知 
 

通知の受理 

 

地元説明会の開催 
 

住民意見 
回答 

意見 

 

事前協議書の審査 

 

許可申請書の進達 

 

工事完了報告書受理 

 

工事完了報告書進達 

 

汚染土壌処理施設の

設置に着手 


